
 

                     平成１６年２月２６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

行政情報取得装置 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 光ファイバーケーブルによるネットワークを通じて、行政情報が蓄積されたサー

バーの情報系信号及び映像系信号から画像・映像データを作成する等の情報処理を

行いテレビ画面に出力する装置である。 

  

○ 構造、仕様、意匠 

定格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、消費電力１５Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

地方自治体が製造事業者から購入し、住民に貸与する。 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 「その他の音響機器」として取り扱う。 

 

（理由） 

 データを光ファイバーネットワークから取得するものの、音声・画像を処理・再

生し、テレビジョン受信機に出力する機器であることから、「その他の音響機器」

として取り扱うことが妥当であると判断する。 

（参考図次頁） 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 



 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

（参考図）行政情報取得装置 
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